
さんしんＷＥＢバンキングサービス（個人向けインターネットバンキング）

□トークン喪失届    □トークン再発行依頼書
　

お届出日　　　年　　　月　　　日

三条信用金庫　御中　

電話番号 (　　　　)　　　-

フリガナ

●トークンを喪失しましたのでお届けします。

　　なお、貴金庫がこの届出にもとづき、相当の処理を完了される前の事故や損害については、

　すべて私の責任とし、貴金庫にはご迷惑・ご損害をかけません。

　　また、後日喪失物を発見した場合には、直ちにお届けします。

●トークンの再発行を依頼します。

貴金庫所定の再発行手数料を支払います。（電池切れ・残量低下、お客様の不注意によらない故障は除く）

　　また、トークンの再発行までの取扱いについて、以下の通り届け出ます。(電池残量低下の場合は記入不要)

□紛失 □盗難

□電池残量低下 □電池切れ

□故障 □その他(　　　　　　)

　□本サービスの利用を停止してください。

　□本サービスを「ID・パスワード認証」方式で利用します。

　　（セキュリティが低下しますので、ご注意ねがいます。）

（ご注意）

・ 本依頼書は代表口座の開設店、またはサービス利用口座の開設店へご提出ください。

・ 営業時間外は、翌営業日の対応になります。

・ トークン喪失の場合は、ログインパスワードをお申込時の「初回ログインパスワード」

に変更いたします。利用再開時に、新しいパスワードに変更してからご利用ください。

　・ 故障・電池切れのトークンは当金庫にご返却ください。

　・ 「電池残量低下」の場合、お手もとに新しいトークンが届くまで、現在ご利用中のト

ークンをご使用いただき、ご利用登録が完了しましたら当金庫にご返却ください。

金庫使用欄

日付　　　　　　　　　　　　 受付日   * 「*」受付店が記入。
受付店番　　　　　　　 日付　　　　　　　　　　　　　　　　　　

受付時間 *

IB停止時間

※受付処理完了後、本書の写しを代表口座開設店に送付。 S-02351 H.24-11

代
表
口
座

お
届
け
印

再
発
行

依
頼
印

再
発
行

ま
で
の

取
扱
い

印鑑照合

口　座　番　号

 ※トークン喪失の連絡を受け付け次第、
 　ｼｽﾃﾑ統括部役席者に電話連絡を行う。

検　印 手数料徴求 担当者印

□紛失　　　　□盗難　　　　□その他（　　　　　　　　　）

サービス利用
代表口座

店　舗　名 科　　目

　□普通　　□貯蓄

 　□当座

喪失理由

代表口座の店番-顧客番号   *

再発行日
            －

本部検印 本部係印
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個人情報の利用目的
お客様にご記入いただきました「おところ」・「おなまえ」などの個人情報は、「さんしんWEBバンキングサービス」およびこれに付随す

る各個別のサービス、取引、機能等に関する申込受付、本人確認、お取引の実施・管理、ご案内書面等の送付、問合せ対応、その他お客様

との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のために利用いたします。

代表口座お届け印

※該当の□に✓を

記入してください。

※該当の□に✓を記入してください。

※該当の□に✓を

記入してください。

(ワンタイムパスワード生成機)
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